
納付方法変更に伴う登録更新申請書の提出方法について
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【支払方法】
（１）クレジットカード
（２）デビットカード

上記いずれかの方
法でお支払いくださ
い。
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※キャッシュレス端末での納付を希望される場合、申請書類を持参した当日の納付（即日納付）となりますが、申請書類に
不備等がある場合は即日納付できませんのであらかじめご了承ください。
（その後、書類補正を郵送で行う場合は提出方法②、持参する場合は提出方法④によりお支払いいただくこととなります。）

日本貸金業協会埼玉県支部
のある建物の１階に入って
います。


